
【公報種別】商標公報の訂正
【発行日】令和７年１１月１１日（２０２５．１１．１１）

【登録番号】商標登録第６９７７８６９号（Ｔ６９７７８６９）
【掲載公報発行日】令和７年１０月２７日（２０２５．１０．２７）
【年通号数】登録公報（商標）２０２５－１９９

【区分】１、１９、３５
【出願番号】商願２０２４－１１５８３２（Ｔ２０２４－１１５８３２）

【訂正要旨】【商標権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】令和７年１０月２７日（２０２５．１０．２７）

【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第６９７７８６９号（Ｔ６９７７８６９）
（１５１）【登録日】令和７年１０月１７日（２０２５．１０．１７）

（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】３
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第１類　タイル接着剤，石材用接着剤，建材用接着剤，石材用浸透性保護剤，石材用油除去剤，石材用汚れ落
とし剤（化学剤） 　　　　
第１９類　陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，石材，人造石材，壁用・床用及び天井用の陶磁製タイ

ル・テラコッタ製タイル・れんが・石材・人造石材，調理台又は壁装材に使用する石材または人造石材，陶磁
製タイル，石材製タイル，ガラスタイル・れんが製タイル・天然石製タイル・人造石材製タイル，調湿・脱臭

機能を有する陶磁製タイル・石材製タイル・ガラスタイル・れんが製タイル・天然石製タイル・人造石材製タ
イル，目地材（金属製のものを除く。），合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は
構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材

料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，建築用ガラス 　　　　
第３５類　建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，陶磁製建築専用材料・
石材・人造石材・れんが及び耐火物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，陶磁製

タイル・石製タイル・れんが製タイル・ガラスタイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，壁用・床用及び天井用の陶磁製タイル・テラコッタ製タイル・れんが・石材・人造石材の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，タイル接着剤・石材用接着剤の小売又は卸売の業務に

おいて行われる顧客に対する便益の提供，インターネットのウェブサイトによる陶磁製タイル・石製タイル・
れんが製タイル・ガラスタイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，輸入タイル

の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，木製床タイルの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供 　　　　
【国際分類第１２版】 　　　　
（２１０）【出願番号】商願２０２４－１１５８３２（Ｔ２０２４－１１５８３２）
（２２０）【出願日】令和６年１０月２９日（２０２４．１０．２９）
（７３２）【商標権者】

【識別番号】３２２０１４２００
【氏名又は名称】株式会社Ｍａｒｉｓｔｏ
【住所又は居所】東京都港区麻布台１－１１－９

（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００８７４６８
【弁理士】

【氏名又は名称】村瀬　一美



(2) 商標公報６９７７８６９

【法区分】平成２３年改正
【審査官】蛭川　一治

（５６１）【称呼（参考情報）】マリスト
【検索用文字商標（参考情報）】ＭＡＲＩＳＴＯ
【類似群コード（参考情報）】

第１類　０１Ａ０１、０１Ａ０２
第１９類　０７Ａ０２、０７Ａ０３、０７Ａ０４、０７Ｂ０１、０７Ｃ０１、０７Ｄ０１、０７Ｅ０１

第３５類　０１Ａ０２、０６Ｂ０１、０７Ａ０１、０７Ａ０２、０７Ａ０３、０７Ａ０４、０７Ａ０５、０７
Ａ０６、０７Ａ０７、０７Ａ０９、０７Ｂ０１、０７Ｃ０１、０７Ｄ０１、０７Ｅ０１、３５Ｋ１９、３５Ｋ
９９


